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税
収
に
お
け
る
直
間
比
率
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

平
成
の
約
三
十
年
間
で
、
直
接
税
で
あ
る
所
得
税
と
法
人
税
は
減
収
と
な
り
、
間
接
税
で
あ
る
消
費
税
は
増
収
と
な
っ
て
い

る
。
あ
る
べ
き
直
間
比
率
を
検
討
す
る
た
め
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
「
直
間
比
率
の
是
正
」
と
言
い
、
直
接
税
の
比
率
を
下
げ
て
、
間
接
税
の
比
率
を
引
き
上
げ
て
き
た
。
政
府
の

主
張
す
る
「
直
間
比
率
の
是
正
」
は
、
何
を
目
的
に
し
て
い
る
の
か
。 

二 

税
収
に
お
い
て
、
直
接
税
の
割
合
が
低
下
し
、
間
接
税
の
割
合
が
増
加
し
た
結
果
、
税
制
の
持
つ
ビ
ル
ト
イ
ン
・
ス
タ
ビ

ラ
イ
ザ
ー
機
能
が
損
な
わ
れ
た
。
景
気
対
策
を
即
時
的
に
行
う
た
め
に
ビ
ル
ト
イ
ン
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
機
能
を
確
保
す
る

た
め
に
、
税
収
に
お
け
る
直
接
税
の
割
合
を
一
定
以
上
確
保
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

税
収
に
お
い
て
、
直
接
税
の
割
合
が
低
下
し
、
間
接
税
の
割
合
が
増
加
し
た
結
果
、
税
制
の
持
つ
所
得
再
分
配
機
能
が
損

な
わ
れ
、
格
差
社
会
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
経
済
格
差
が
拡
大
す
る
と
、
消
費
性
向
の
高
い
低
所
得
者
の
消
費
が
抑
え
ら
れ

て
し
ま
う
一
方
で
、
高
所
得
者
の
消
費
は
消
費
性
向
が
低
い
の
で
伸
び
悩
み
、
社
会
全
体
と
し
て
は
消
費
が
停
滞
す
る
こ
と

と
な
り
、
デ
フ
レ
の
原
因
と
な
る
。
国
内
消
費
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
経
済
成
長
を
促
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
経
済
格
差
を

是
正
す
る
た
め
に
、
税
収
に
お
け
る
直
接
税
の
割
合
を
一
定
以
上
確
保
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
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右
質
問
す
る
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